
6.外貨両替機のマネロン対策(安全基準)を実施します。
2018年10月26日、全国両替商防犯連絡会JESC(Japan 

Exchangers Safety Council)主催の外貨両替に関するマネロン
対策セミナー及び意見交換会が開催されました。

出席者は全国の金融機関、外貨両替商、観光事業者、他の皆
様です。その中で、自動外貨両替機におけるマネロン対策の機
能として次の３点が採択されました。

１．「高額取引監視機能」（本人確認対応）
例として、9万円以上の取引が連続する場合、自動的
に遠隔管理者に通報し、管理者において任意の回数
で停止させる機能。

２．「任意金額強制停止機能」(外国PEPs対応）
例として、当日の両替金額がトータルで190万円を
超えると理者によらず自動的に停止する機能。

３．「オンサイト安全確認」
停止後の再稼働について、運用上の指針として管理
者または関係者が現地（現場）に赴いて目視による
安全確認後に実施。

以上の３点が外貨両替機におけるマネロン対策の基本安全基
準として確認されました。機能の詳細仕様は日本ＣＤＲに問い
合わせが可能です。外貨両替機の運営事業者においてはメー
カーあるいは販社会社に本機能の有無、実装の可否をお問い合
わせいただきたいと存じます。

またセミナーでは実施時期について、来年秋に行われるFATF
対日査察までに対応するのが望ましいとする指針が確認されま
した。


